
掲 示（沖縄における生物を活用した循環・共生型の都市緑化等推進検討業務） 
 

簡易公募型プロポーザル方式について 
次のとおり掲示する。 

 
１．掲 示 日  平成２２年９月２２日（水） 
 
２．掲示責任者  契約職 

財団法人 海洋博覧会記念公園管理財団 
         理事長  冨田 祐次 
 
３．担 当 課  〒９０５－０２０６ 沖縄県国頭郡本部町字石川８８８番地 
         財団法人 海洋博覧会記念公園管理財団  

総合研究センター 研究第二課  
         電話 ０９８０－４８－２２６６ 
         FAX ０９８０－４８－３９００ 
 
４．業務の概要 

(1) 業 務 名  沖縄における生物を活用した循環・共生型の都市緑化等推進検討業務 
(2) 実施場所  随意           
(3) 業務内容  本業務は、沖縄における生物を活用した循環・共生型の都市緑化等

の推進を目的に、ミツバチ等を活用した都市緑化等推進の展開方策を

企画立案し、モデル事業を実施した上で推進マニュアル（案）を作成

するものである。本業務は、平成 22 年度を初年度として３カ年計画

で実施するもので、今年度は、沖縄における都市緑化推進の現状の把

握と課題の整理、ミツバチ等の生物を活用した都市緑化等の推進事例

の把握、沖縄におけるミツバチ飼養の実態及び都市緑化等の推進への

活用可能性の把握等に関する調査を行なう。 

(4) 業務期間  契約の翌日～平成２３年２月２８日 
 (5) 本業務の支払いは、完了払いとする。 
 

５．参加表明ができる者 
 (1) 平成 22・23・24 年度国機関競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提

供」のうち「調査・研究」で「ランク C」以上の等級に格付けされた者 
(2)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき厚生手続開始の申立が成されて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

が成されている者でないこと。 
 
６．説明書の受領方法 
 (1)受領期間 
  平成２２年９月２２日から平成２２年９月２９日まで（土曜日、日曜日及び祝日は 
  除く。交付時間は９時から１７時まで） 



 (2) 受領場所 
 〒９０５－０２０６ 沖縄県国頭郡本部町字石川８８８番地 
 財団法人 海洋博覧会記念公園管理財団 本部  
  経営管理課 庶務係 契約担当 
 電話 0980-48-3645 FAX 0980-48-3900 
 電子メール keiyaku-honbu@kaiyouhaku.or.jp 

 (3) 受領方法 
  （2）に対して、面会・電話・FAX・電子メール・郵送のうちいずれかの方法で 
  受領申込を行ってください。 
 (4) 配布方法 
  直接手渡し・電子メール・郵送のうちいずれかの方法によるものとします。 
 
７．参加表明書の提出期限及び方法 
 (1) 提出期限 
  平成２２年９月２９日（水）１７時 
 (2) 提出先 
  上記６(2)に同じ 
 (3) 提出方法 
  持参・郵送（書留郵便に限る。）・電子メールのうちいずれかの方法によるものとしま 
  す。 
 
８．技術提案書の提出要請 
 参加表明者又は予定管理技術者の経験及び能力について確認審査を行い、一週間程度で

説明書に記載された方法で下記の通知をします。 
① 技術提案書を要請する者には、「確認審査結果通知書」 
② 技術提案書を要請しないこととした者には、技術提案書を要請しなかった旨とその理

由を記載した「確認審査結果通知書」 
 
９．技術提案書の提出及びヒヤリング 
 (1) 提出期限 
  平成２２年１０月１２日（火）１７時 
 (2) 提出先 
  上記６(2)に同じ 
 (3) ヒヤリング 

 技術提案書に関するヒヤリングは、平成２２年１０月１４日（木）（時間は後日連絡）

を予定しています。この予定については、変更される場合があります。なお、ヒヤリン

グへの予定管理技術者の欠席は、評価において不利益になる場合があることを申し添え

ます。詳細は、「説明書」に記載します。 
 
１０．質問の受付及び回答 
 (1) 質問 

①質問は、文書（書式自由、ただし規格は A4 版）で持参・電子メール・郵送・FAX



（ただし全ての場合において着信を確認してください） 
②受付 上記６(2)に同じ 
③受付期間 平成２２年９月２２日９時から平成２２年１０月１１日１７時まで 

 (2) 回答 
 回答は質問者及び、質問者以外の全ての参加者に対して FAX 又は電子メールによ

り送付する。 
 
１１．その他 
 (1) 手続きに使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 
 (2) 本業務における入札保証金及び契約保証金は免除する。 
 (3) 契約書作成の要否 要 
 (4) 関係情報を入手するための照会窓口 上記６(2)に同じ 
  (5) その他詳細は説明書による。 
 


